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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】接続部の厚みを容易に調べることが可能な半導
体パッケージおよび半導体パッケージの製造方法を提供
する。
【解決手段】第１金属板１と、半導体チップ１０と、第
２金属板２と、を有する半導体パッケージにおいて、半
導体チップ１０の第１電極は、第１接続部を介して第１
面を有する第１金属板１と接続する。第２金属板２は、
第２面Ｓ２および第３面Ｓ３を有し、第２面Ｓ２および
第３面Ｓ３は、第１面に平行な第１方向と交差する。第
３面Ｓ３は、第２面Ｓ２の反対側に設ける。第２面Ｓ２
に、第２方向に延びる第１凹部４１を形成し、第３面Ｓ
３に、第２方向に延びる第２凹部４２を形成する。第２
金属板２は、第２接続部を介して半導体チップ１０の第
２電極１２と接続する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面を有する第１金属板と、
　前記第１面の上に設けられ、第１電極および第２電極を有し、前記第１電極が第１接続
部を介して前記第１金属板と接続された半導体チップと、
　前記第１面に平行な第１方向と交差する第２面と、前記第２面の反対側に設けられ、前
記第１方向と交差する第３面と、を有し、前記第２面には、前記第２面と平行であり前記
第１面と交差する第２方向に延びる第１凹部が形成され、前記第３面には、前記第２方向
に延びる第２凹部が形成され、前記半導体チップの上に設けられ、第２接続部を介して前
記第２電極と接続された第２金属板と、
　を備えた半導体パッケージ。
【請求項２】
　前記第１凹部は、前記第２面の前記第２方向における一端から他端に亘って形成され、
　前記第２凹部は、前記第３面の前記第２方向における一端から他端に亘って形成された
請求項１記載の半導体パッケージ。
【請求項３】
　前記第１凹部の一部および前記第２凹部の一部は、前記第２方向において前記半導体チ
ップと並ぶ請求項２記載の半導体パッケージ。
【請求項４】
　前記第１凹部の前記一部および前記第２凹部の前記一部は、前記第２方向において前記
半導体チップの角部と並ぶ請求項３記載の半導体パッケージ。
【請求項５】
　前記第１凹部および前記第２凹部は、前記第２方向において前記第２接続部と並ばない
請求項３または４に記載の半導体パッケージ。
【請求項６】
　前記第３面には、第３凹部がさらに形成され、
　前記第３凹部は、前記第３面の前記第２方向における一端から他端に亘って形成された
請求項２～５のいずれか１つに記載の半導体パッケージ。
【請求項７】
　前記半導体チップは、第３電極をさらに有し、
　前記第２電極および前記第３電極は、前記第１電極と反対側に設けられ、
　前記第２電極と前記第３電極は、互いに離間して設けられた請求項１～６のいずれか１
つに記載の半導体パッケージ。
【請求項８】
　前記第３電極の上に設けられ、前記第３電極と接続された金属部材をさらに備え、
　前記金属部材は、前記第１方向と、前記第１面に平行であり前記第１方向に対して垂直
な第３方向と、において、前記第２金属板と離間して設けられた請求項７記載の半導体パ
ッケージ。
【請求項９】
　前記２金属板は、
　　第１部分と、
　　前記第１方向において前記第１部分と前記半導体チップとの間に位置する第２部分と
、
　を有し、
　前記第１部分に形成された前記第１凹部の、前記第１方向に対して垂直であり前記第２
面に沿う第３方向における長さは、前記第２部分に形成された前記第１凹部の前記第３方
向における長さよりも長い請求項１～８のいずれか１つに記載の半導体パッケージ。
【請求項１０】
　前記第２方向は、前記第１面に対して垂直である請求項１～９のいずれか１つに記載の
半導体パッケージ。
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【請求項１１】
　第１金属板の第１面の上に、第１接続部を介して半導体チップを配する工程と、
　前記第１面に平行な第１方向と交差する第２面と、前記第２面の反対側に設けられ、前
記第１方向と交差する第３面と、を有し、前記第２面には、前記第２面と平行であり前記
第１面と交差する第２方向に延びる第１凹部が形成され、前記第３面には、前記第２方向
に延びる第２凹部が形成された第２金属板を、前記半導体チップの上に第２接続部を介し
て配する工程と、
　を備えた半導体パッケージの製造方法。
【請求項１２】
　前記第２金属板を配する工程において、前記第１凹部の一部および前記第２凹部の一部
を、前記第２方向において前記半導体チップと並ぶように、前記第２金属板を配する請求
項１１記載の半導体パッケージの製造方法。
【請求項１３】
　前記第２金属板を配する工程において、前記第１凹部の前記一部および前記第２凹部の
前記一部を、前記第２方向において前記半導体チップの角部と並ぶように、前記第２金属
板を配する請求項１２記載の半導体パッケージの製造方法。
【請求項１４】
　前記第１凹部および前記第２凹部を通して、複数の箇所における前記半導体チップの前
記第１方向における位置を測定する工程をさらに備えた請求項１１～１３のいずれか１つ
に記載の半導体パッケージの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体パッケージおよび半導体パッケージの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２つの金属板の間に接続部を介して半導体チップが設けられた半導体パッケージがある
。この半導体パッケージの放熱性を高めるためには、それぞれの金属板において露出して
いる面積が大きいことが望ましい。一方で、接続部の厚みは、半導体パッケージの信頼性
に影響するため、組み立てられた半導体パッケージについて、接続部の厚みを調べること
が望ましい。しかし、金属板の面積が増加すると、それぞれの金属板と半導体チップとの
間に設けられている接続部の厚みを調べることが困難となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２１６６４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、接続部の厚みを容易に調べることが可能な半導体パ
ッケージおよび半導体パッケージの製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る半導体パッケージは、第１金属板と、半導体チップと、第２金属板と、
を有する。
　前記第１金属板は、第１面を有する。
　前記半導体チップは、前記第１面の上に設けられている。前記半導体チップは、第１電
極および第２電極を有する。前記半導体チップの前記第１電極は、第１接続部を介して前
記第１金属板と接続されている。
　前記第２金属板は、第２面および第３面を有する。前記第２面は、前記第１面に平行な
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第１方向と交差する。前記第３面は、前記第２面の反対側に設けられている。前記第３面
は、前記第１方向と交差する。前記第２面には、前記第２面と平行であり前記第１面と交
差する第２方向に延びる前記第１凹部が形成されている。前記第３面には、前記第２方向
に延びる第２凹部が形成されている。前記第２金属板は、前記半導体チップの上に設けら
れている。前記第２金属板は、第２接続部を介して前記第２電極と接続されている。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】実施形態に係る半導体パッケージの平面図。
【図２】（ａ）は図１のＡ－Ａ´断面図であり、（ｂ）は図１のＢ－Ｂ´断面図である。
【図３】実施形態に係る半導体パッケージの製造工程を表す工程平面図である。
【図４】実施形態に係る半導体パッケージの製造工程を表す工程平面図である。
【図５】実施形態に係る半導体パッケージの製造工程を表す工程平面図である。
【図６】実施形態に係る半導体パッケージの製造工程を表す工程平面図である。
【図７】実施形態の変形例に係る半導体パッケージの一部を表す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に、本発明の各実施形態について図面を参照しつつ説明する。
　なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の
大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場
合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。
　また、本願明細書と各図において、既に説明したものと同様の要素には同一の符号を付
して詳細な説明は適宜省略する。
　各実施形態の説明には、ＸＹＺ直交座標系を用いる。第１金属板１が有する第１面Ｓ１
に平行であり、互いに直交する２方向をＸ方向（第３方向）およびＹ方向（第１方向）と
する。そして、Ｘ方向およびＹ方向に対して垂直な方向をＺ方向（第２方向）とする。
【０００８】
　図１および図２を用いて、実施形態に係る半導体パッケージについて説明する。
　図１は、実施形態に係る半導体パッケージ１００の平面図である。
　図２（ａ）は、図１のＡ－Ａ´断面図であり、図２（ｂ）は、図１のＢ－Ｂ´断面図で
ある。
　なお、図１では、半導体パッケージ１００の内部構造の説明のために、封止部５の一部
が省略されている。
【０００９】
　図１および図２に表すように、半導体パッケージ１００は、第１金属板１と、第２金属
板２と、金属部材３と、封止部５と、半導体チップ１０と、第１リード端子２１と、第２
リード端子２２と、第３リード端子２３と、を有する。
【００１０】
　図２に表すように、半導体チップ１０は、第１金属板１の第１面Ｓ１の上に設けられて
いる。半導体チップ１０は、例えば四角形であり、第１電極１１、第２電極１２、および
第３電極１３を有する。第２電極１２および第３電極１３は、第１電極１１の反対側に設
けられ、互いに離間している。第１電極１１は、第１接続部３１を介して第１金属板１と
接続されている。
【００１１】
　図２（ａ）に表すように、第２金属板２は、半導体チップ１０の上に設けられ、第２接
続部３２を介して第２電極１２と接続されている。
　図１および図２（ｂ）に表すように、金属部材３は、半導体チップ１０の上に、第２金
属板２と離間して設けられている。金属部材３は、第３接続部３３を介して第３電極１３
と接続されている。
【００１２】
　第１リード端子２１は、第１金属板１と接続されている。第１リード端子２１はＹ方向
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において複数設けられ、それぞれがＸ方向に延びている。図１に表す例では、第１金属板
１と第１リード端子２１が一体に形成されているが、第１金属板１と第１リード端子２１
は、互いに異なる部材から構成されていてもよい。この場合、第１金属板１と第１リード
端子２１は、はんだやボンディングワイヤなどで接続される。
【００１３】
　第２リード端子２２は、第４接続部３４を介して第２金属板２と接続されている。第２
リード端子２２はＹ方向において複数設けられ、それぞれがＸ方向に延びている。
　第３リード端子２３は、第５接続部３５を介して金属部材３と接続され、Ｘ方向に延び
ている。
　図１および図２に表す例に限らず、第２金属板２と第２リード端子２２は一体に形成さ
れていてもよく、金属部材３と第３リード端子２３も一体に形成されていてもよい。また
、第２リード端子２２および第３リード端子２３は、第１リード端子２１が延びている方
向と異なる方向に延びていてもよい。
【００１４】
　第１リード端子２１の数、第２リード端子２２の数、および第３リード端子２３の数は
、図１に表す例に限られず、任意である。
　また、第１リード端子２１、第２リード端子２２、および第３リード端子２３のそれぞ
れは、途中で屈曲した部分を有していてもよい。
【００１５】
　封止部５は、第１金属板１の上および第１金属板１の周りに設けられ、半導体チップ１
０、第１リード端子２１～第３リード端子２３のそれぞれの一部、および第２金属板２の
一部を覆っている。
【００１６】
　次に、第２金属板２について、より具体的に説明する。
　図１に表すように、第２金属板２は、互いに対向する第２面Ｓ２および第３面Ｓ３を有
する。第２面Ｓ２および第３面Ｓ３は、Ｙ方向と交差し、Ｘ方向およびＺ方向に沿う面で
ある。
【００１７】
　第２面Ｓ２には、第１凹部４１が形成されており、第３面Ｓ３には、第２凹部４２およ
び第３凹部４３が形成されている。第１凹部４１と第２凹部４２はＹ方向において並び、
第２凹部４２と第３凹部４３はＸ方向において並んでいる。
【００１８】
　第１凹部４１～第３凹部４３は、Ｚ方向に延びている。より具体的には、第１凹部４１
は、第２面Ｓ２のＺ方向の一端から他端に亘って形成されている。第２凹部４２および第
３凹部４３は、第３面Ｓ３のＺ方向の一端から他端に亘って形成されている。すなわち、
第１凹部４１は、第２面Ｓ２の上端から下端に亘って形成され、第２凹部４２および第３
凹部４３は、第３面Ｓ３の上端から下端に亘って形成されている。
　第１凹部４１～第３凹部４３は、封止部５で充填されている。
【００１９】
　第１凹部４１～第３凹部４３のそれぞれの一部は、Ｚ方向において、半導体チップ１０
と並んでいる。他の表現によると、第１凹部４１～第３凹部４３のそれぞれを構成する面
の一部が、Ｚ方向において、半導体チップ１０と並んでいる。
　すなわち、第２金属板２は、封止部５を透過させてＺ方向から半導体パッケージ１００
を見た場合、第１凹部４１～第３凹部４３を通して半導体チップ１０の上面が見えるよう
に構成されている。
【００２０】
　また、第２金属板２と金属部材３は、半導体チップ１０の上に、Ｘ方向およびＹ方向に
おいて互いに離間して設けられている。このため、封止部５を透過させてＺ方向から半導
体パッケージ１００を見た場合、第２金属板２と金属部材３との間の隙間から、半導体チ
ップ１０の上面を見ることができる。
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【００２１】
　ここで、各構成要素の材料の一例について説明する。
　第１金属板１、第２金属板２、金属部材３、および第１リード端子２１～第３リード端
子２３は、銅などの金属を含む。
　半導体チップ１０は、シリコン、炭化シリコン、窒化ガリウム、またはガリウムヒ素を
主成分とする半導体素子を含む。
　第１電極１１～第３電極１３は、アルミニウムなどの金属材料を含む。
　第１接続部３１～第５接続部３５は、はんだ材料を含む。
　封止部５は、エポキシ樹脂などの絶縁性樹脂を含む。
【００２２】
　次に、本実施形態に係る半導体パッケージの製造方法の一例について説明する。
　図３～図６は、実施形態に係る半導体パッケージ１００の製造工程を表す工程平面図で
ある。
【００２３】
　まず、図３に表すように、複数の第１金属板１を有するフレーム８を用意する。フレー
ム８は、さらに第１リード端子２１～第３リード端子２３のそれぞれに対応する、部分２
１ａ～２３ａを含んでいる。部分２１ａは第１金属板１と接しているのに対して、部分２
２ａおよび部分２３ａは、Ｘ方向において第１金属板と離間している。フレーム８におい
て、第１金属板１、部分２１ａ～２３ａは、Ｘ方向およびＹ方向に配列されている。
【００２４】
　次に、図４に表すように、それぞれの第１金属板１の上に半導体チップ１０を配する。
このとき、半導体チップ１０の第１電極１１と、第１金属板１と、が第１接続部３１によ
って接続される。
【００２５】
　次に、図５に表すように、それぞれの半導体チップ１０の上に第２金属板２および金属
部材３を配する。このとき、第２金属板２は、第２接続部３２および第４接続部３４によ
って、第２電極１２と、部分２２ａと、に接続される。また、金属部材３は、第３接続部
３３および第５接続部３５によって、第３電極１３と、部分２３ａと、に接続される。
【００２６】
　また、第２金属板２には、上述したように、第１凹部４１～第３凹部４３が形成されて
いる。第２金属板２は、第１凹部４１～第３凹部４３のそれぞれの一部が、Ｚ方向におい
て半導体チップ１０と並ぶように、配される。このとき、第１凹部４１～第３凹部４３が
、Ｚ方向において半導体チップ１０のそれぞれの角部と並ぶように、第２金属板２を配す
ることが望ましい。
　第２金属板２を配した後は、第１凹部４１～第３凹部４３を通して、複数の個所で半導
体チップ１０の位置を測定する。
【００２７】
　次に、図６に表すように、それぞれの半導体チップ１０および第２金属板２を覆う封止
部５を、互いに離間して配する。このとき、封止部５は、部分２１ａ～部分２３ａのそれ
ぞれの一部が露出するように、配される。
　続いて、第２金属板２の上面が露出するまで、封止部５の上面を研削する。その後、図
６に表す破線の位置でフレームを切断することで、図１および図２に表す半導体パッケー
ジ１００が得られる。
【００２８】
　ここで、本実施形態による作用および効果について説明する。
　半導体パッケージ１００において熱の発生と冷却が繰り返された場合、厚みが薄い部分
で亀裂が生じやすい。これは、特に、各金属板および半導体チップ１０との接触面積が大
きい第１接続部３１および第２接続部３２において顕著である。これらの接続部で亀裂が
生じると、導電性が低下するために、半導体パッケージの動作不良が起こる可能性がある
。
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　このため、接続部の厚みを測定し、接続部において局所的に薄い部分が存在しないか検
査することが望ましい。一方で、放熱性を高めるために、第１金属板１の面積および第２
金属板２の面積を大きくすると、接続部がこれらの金属板の間に隠れてしまい、接続部の
厚みの測定が困難となる。
【００２９】
　これに対して、本実施形態に係る半導体パッケージでは、第２金属板２に、第１凹部４
１および第２凹部４２が形成されている。第２金属板２に、第１凹部４１および第２凹部
４２が形成されていることで、これらの凹部を通して、半導体チップ１０の上面の位置の
測定が容易となる。
　第１凹部４１および第２凹部４２を通して、少なくとも２か所の半導体チップ１０の上
面の位置を測定することで、半導体チップ１０の傾きを求めることができる。半導体チッ
プ１０の傾きを求めることで、第１接続部３１の厚みおよび第２接続部３２の厚みの各点
の厚みを推定することができる。
　すなわち、本実施形態によれば、第２金属板２に、第１凹部４１および第２凹部４２が
形成されていることで、接続部の厚みを調べることが容易となる。
【００３０】
　また、第３面Ｓ３に、第２凹部４２に加えて第３凹部４３が形成されている場合、第１
凹部４１～第３凹部４３を通して、３か所の半導体チップ１０の上面の位置を検出するこ
とができる。このため、半導体チップ１０のＸ－Ｚ面内における傾きと、Ｙ－Ｚ面内にお
ける傾きと、を検出することが可能となる。この結果、第１接続部３１の厚みおよび第２
接続部３２の厚みを、より精度よく調べることが可能となる。
【００３１】
　また、半導体チップ１０の傾きをより精度よく求めるためには、第１凹部４１～第３凹
部４３を通して、半導体チップ１０のそれぞれの角部の位置を測定できることが望ましい
。すなわち、第１凹部４１～第３凹部４３は、図１に表すように、Ｚ方向において、半導
体チップ１０のそれぞれの角部と並んでいることが望ましい。
【００３２】
　なお、図２に表すように、半導体パッケージが金属部材３を有し、第２金属板２と金属
部材３が離間して設けられている場合、第２金属板２と金属部材３との隙間を通して半導
体チップ１０の上面の位置を測定することができる。
　従って、半導体パッケージが金属部材３を有する場合、第１凹部４１および第２凹部４
２の少なくともいずれかが形成されていれば、第１接続部３１の厚みおよび第２接続部３
２の厚みを調べることが可能となる。また、第１凹部４１および第２凹部４２の両方が形
成されていれば、半導体チップ１０のＸ－Ｚ面内における傾きと、Ｙ－Ｚ面内における傾
きと、を求めることが可能である。
【００３３】
　ただし、その一方で、半導体チップ１０が、反りを有する場合がある。この場合、半導
体チップ１０の傾きは一様ではない。従って、第１凹部４１～第３凹部４３に加えて、第
２金属板２と金属部材３との隙間を通して半導体チップ１０の上面の位置を測定し、各点
における第１接続部３１の厚みおよび第２接続部３２の厚みを調べることが望ましい。
【００３４】
　また、半導体チップ１０の上面の位置をより精度よく測定するためには、第１凹部４１
～第３凹部４３のそれぞれの一部が、半導体チップ１０とＺ方向において並んでおり、第
２接続部３２とＺ方向において並んでいないことが望ましい。
【００３５】
　なお、図１および図２では、半導体チップ１０が、第１電極１１～第３電極１３の３つ
の電極を有する場合の一例を表している。このような半導体チップ１０として、ＭＯＳＦ
ＥＴ(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)や、ＩＧＢＴ(Insulated Ga
te Bipolar Transistor)がある。
　本実施形態はこの例に限らず、半導体チップ１０が、ダイオードなどの２つの電極を有
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する場合についても適用可能である。この場合、半導体チップ１０は、第３電極を有して
いなくても良く、半導体パッケージ１００は、金属部材３および第３リード端子２３を有
していなくても良い。
【００３６】
　また、図１および図２に表す例では、第１凹部４１～第３凹部４３が、半円状に形成さ
れていた。本実施形態に係る半導体パッケージはこれに限られず、第１凹部４１～第３凹
部４３が、三角状や四角状など、半円以外の形状に形成されていてもよい。
　また、第２金属板２には、第１凹部４１～第３凹部４３に加えて、さらに他の凹部が形
成されていてもよい。
【００３７】
（変形例）
　図７（ａ）は、実施形態の変形例に係る半導体パッケージの一部を表す平面図であり、
図７（ｂ）は、実施形態の変形例に係る半導体パッケージの一部を表す背面図である。
　図７では、第２面Ｓ２に設けられた第１凹部４１近傍を拡大した様子が表されている。
また、図７（ａ）では、第２部分２ｂの一部を破線で表している。
【００３８】
　図７に表すように、変形例に係る半導体パッケージにおいて、第２金属板２は、第１部
分２ａおよび第２部分２ｂを有する。第１部分２ａおよび第２部分２ｂは共に、第２面Ｓ
２を有する部分である。第２部分２ｂは、第１部分２ａと半導体チップ１０との間に位置
する。
【００３９】
　第１部分２ａに形成された第１凹部４１のＸ方向における長さは、第２部分２ｂに形成
された第１凹部４１のＸ方向における長さよりも、長い。
　このため、第１部分２ａにおいて第１凹部４１の内側に設けられる封止部５の体積は、
第２部分２ｂにおいて第１凹部４１の内側に設けられる封止部５の体積よりも大きい。ま
た、第２部分２ｂの一部は、Ｚ方向において、封止部５の一部と他の一部との間に位置し
ている。
【００４０】
　このような構成を採用することで、封止部５と第２金属板２の接触面積を大きくすると
ともに、第２金属板２を覆っている封止部５の面積を大きくすることができる。このため
、封止部５によって第２金属板２をより強固に固定することが可能となる。
【００４１】
　ここでは、第１凹部４１を例に挙げて説明したが、上述した第１凹部４１の構造を、第
２凹部４２および第３凹部４３に対して適用することも可能である。
【００４２】
　なお、半導体チップ１０の上面の位置については、例えば、測定顕微鏡を用いて測定す
ることが可能である。
【００４３】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。実施形態に含まれる、例えば、第１金
属板１、金属部材、封止部５、半導体チップ１０、第１電極１１、第２電極１２、第３電
極１３、第１リード端子２１、第２リード端子２２、第３リード端子２３、第１接続部３
１、第２接続部３２、第３接続部３３、第４接続部３４、第５接続部３５などの各要素の
具体的な構成に関しては、当業者が公知の技術から適宜選択することが可能である。これ
ら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載
された発明とその均等の範囲に含まれる。また、前述の各実施形態は、相互に組み合わせ
て実施することができる。
【符号の説明】
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【００４４】
１００…半導体パッケージ　１…第１金属板　２…第２金属板　３…金属部材　５…封止
部　１０…半導体チップ　２１…第１リード端子　２２…第２リード端子　２３…第３リ
ード端子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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